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議   題 

（１）会議等の公開について 

（２）諮問の趣旨について 

    ～古河市立小中学校の現状と課題について（説明・質疑）～ 

議   事 

 

（１）会議等の公開について 

・会議については「原則公開」とする。ただし、やむを得ない事情として、

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点や、委員のみでの審議が適切

と判断される、いわゆる秘匿性の高い内容があった場合など、状況によ

っては会議を非公開とする。 

・会議の記録及び資料の公開について、会議の議案件名を整理した「会議

の概要」と、会議での意見等を整理した「議事録」、会議で使用した「会

議資料」を原則公開する。ただし、「議事録」は発言の要旨のみとし、委

員の個人名は公表しない。また、「会議資料」のうち、公開することが適

切でないと判断される資料については、非公開とすることができる。 

 

【主な意見】 

・特になし 

 

（２）諮問の趣旨について 

   ～古河市立小中学校の現状と課題について～ 

 

【主な意見】 

〇学校全般について 

・古河市では、すべての児童生徒が同水準の教育を受けられることが必要

である。不公平にならないように、教育の質についての議論が必要と考

える。 



・学校規模が過小、過大になりすぎるとデメリットが顕在化することにな

るので、学校の適正規模を担保することが、子ども達にとって大切なこ

とである。 

・学校は単に授業を受けるだけではなく、社会性を学ぶ場ともなっている。

６年間クラス替えがないことは、児童にどのような影響があるのだろう

か。 

・学校規模による適正配置を進めると、長い通学距離を通う児童生徒がで

てくると予見される。他県では、遠い学校に通う児童生徒にはスクール

バスを活用した事例がある。 

・教職員不足の問題もあるし、教職員の質についても課題があるのではな

いか。 

・定員が 30人くらいで授業が進められたら理想である。ただ、教職員の配

置については法律で定められている。 

 

〇複式学級について 

・複式学級を担当する教職員は、同じ授業時間で２学年分の授業を行うた

め、十分な力量が必要である。仮に複式学級を今後とも継続するのであ

れば、担当する教職員の育成をするべきである。 

・今ある複式学級は、教職員の力もあるのでうまくいっているのかもしれ

ないが、今後、その保証はないのではないか。 

・複式学級のクラスでは、別の学年の児童と仲良くなれて、コミュニケー

ションの面では良いのではないか。 

・クラスに 40人いる学級よりは、ある程度、余裕がある学級のほうが学級

運営はしやすいのではないか。 

・小規模校にもメリット・デメリットがあると考える。メリットは、教職

員が児童生徒をよく見ることができること。デメリットは学級編成がし

づらいこと。不登校の児童生徒が増えていることもあるので、人間関係

が固定化してしまい、環境を変えられないことが課題である。 

 

〇地域・コミュニティ・行政の視点 

・今後のことを考えると、心情的なもの、特に地域愛、学校愛なども大き

な問題になってくるので、地元の人たちの声がこれから大切になる。 

・現在の学区は自治会、行政自治会の区域とほぼ一致しているので、地域

のバランスを考える必要がある。 

・学校の管理に必要な人件費、施設の維持費用等も考慮する必要がある。 

 

備   考  

 


